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宝塚市立高司中学校ＰＴA 慶弔規程 

 

改 訂 案 現   行 

第１条（趣旨） 

 この規程は、規約第３条に基づき、会員等の慶

弔に関する事項を定める。 

 

 

第２条（弔慰） 

（１）会員（保護者・教職員）・生徒が死亡した場

合、５，０００円の香料と樒（しきみ）一対、

または同等の香華を贈る。 

（２）教職員の実父母・配偶者・子が死亡したと

き、５，０００円の香料を贈り、弔電を届ける。 

 

第３条（慶福） 

（１）教職員が結婚した場合、５，０００円の祝

い金を贈る。 

（２）教職員又はその配偶者が出産した場合、３，

０００円の祝い金を贈る。 

 

第４条（見舞い） 

（１）会員（保護者・教職員）および生徒が、ＰＴ

Ａ（主催・共催・関連行事）活動中に災害を受

け、１週間以上の入院または２週間以上の休

養をした場合、３，０００円の見舞金を贈る。 

（２）生徒が学校管理下に（登下校時含む）災害

を受け、２週間以上の欠席（入院・休養）の場

合、３，０００円の見舞金を贈る。 

 

第５条（餞別） 

（１）教職員が退職・転出等により、本会会員資

格を喪失した場合、３，０００円の餞別を贈る。 

（２）会員期間が１年未満の場合、役員協議によ

り、相応の取り扱いとする。 

 

第６条（その他） 

 

この規程は、規約「第２章第９条（1）項 ④号」

に基づき、会員等の慶弔（見舞い・餞別を含む）に

関する事項を定める。  

 

第 1 条 （弔 慰） 

 (１) 会員（保護者・教職員）・生徒が死亡した場

合、5,000 円の香料と樒（しきみ）一対、または同

等の香華を贈る。 

 (２) 教職員の実父母・配偶者・子が死亡したと

き、5,000 円の香料を贈り、弔電を届ける。 

 

 第 2 条 （慶 福） 

 (１) 教職員が結婚したとき、祝い金 5,000 円を

贈る。 

 (２) 教職員又はその配偶者が出産したとき、祝

い金 3,000 円を贈る。 

 

 第 3 条 （見 舞 い） 

 (１) 会員（保護者・教職員）・生徒が、PTA（主

催・共催・関連行事）活動中に災害を受け、１週間

以上の入院又は ２週間以上の休養をした場合、

3,000 円の見舞金を贈る。 

 (２) 生徒が学校管理下に（登下校時含む）災害を

受け、２週間以上の欠席（入院・休養）の場合、

3,000 円の見舞金 を贈る。 

 

 第 4 条 （餞 別） 

 (１) 教職員が退職・転出等により、本会会員資格

を喪失したとき、3,000 円の餞別を贈る。 

 (２) 会員期間が１年未満の場合、役員協議によ

り、相応の取り扱いとする。 

 

 第 5 条 （そ の 他） 
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 次の各号に定める特別な事情等が発生したとき

は、その都度役員協議により、その取り扱いを決

定する。 

 ①火災、天災等。 

 ②本会と関係ある、個人・団体等。 

 ③本会に、顕著な功労のあった者等。 

 

 ④その他、必要と認める特別の事情。 

 

附 則 

１ この規程は、昭和５５年３月７日より施行す

る。 

２ 令和 6 年 5 月１４日改訂。 

 

  特別な事情が発生したときは、その都度 役員

協議により、その取り扱いを決定する。 

 

 (１) 火災、天災等の取り扱い。 

 (２) 本会と関係ある、個人・団体等の取り扱い。  

(３) 本会に、顕著な功労のあった者等の取り扱

い。 

 (４) 前各号に、想定する事情以外の取り扱い。  

 

第 6 条 （附 則） 

 (１) この規程は、昭和５５年３月７日より施行

する。 

 

 


